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北九州市告示第３５６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市都市整備局道路部管理課

において、一般の縦覧に供する。 

  令和６年８月２６日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線 名  変更

前後

の別 

区域変更の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

５８２１ 折尾西

折尾町

１号線 

前 八幡西区堀川町７２７番２

地先から 

八幡西区堀川町６８６番３

地先まで 

13.3 

～ 

15.0 

40.3 

後 八幡西区堀川町７２７番２

地先から 

八幡西区堀川町６８６番１

地先まで 

28.3 

～ 

29.0 

40.3 
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北九州市公告第６２８号 

 次に示す建築物については、北九州広域都市計画事業折尾土地区画整理事業

の施行のため除却を必要としているが、その所有者及び占有者を確知すること

ができないので、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第７７条第５

項及び土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）第７２条第１項の規

定により、書類の送付に代えて次のとおり公告する。 

  令和６年８月２６日 

            北九州広域都市計画事業折尾土地区画整理事業 

施行者 北九州市 

代表者 北九州市長 武 内 和 久   

１ 対象建築物の表示 

 （１） 物件等 下記に存する建築物のうち、店舗２棟（構造不明） 

（２） 所在地 北九州市八幡西区堀川町７００番１２、７００番１３、７

００番１４及び７００番１５ 

（３） 住居表示 北九州市八幡西区堀川町１番１２号及び１番１３号 

２ 除却期限 

  令和６年１１月２６日 

３ 摘要 

  上記の建築物は、除却期限後は施行者において除却する。 

当該建築物の所有者は、除却期限までに自ら建築物を除却する意思の有無

を次項の問合せ先に回答すること。 

なお、施行者が当該建築物の除却を行うときは、建築物の内部又はその敷

地に残置されている動産等を撤去及び処分する。 

動産等について権利を主張しようとする者は、除却期限までに運び出し、

又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、次項の問合せ先に通

知すること。 

４ 問合せ先 

  北九州市都市整備局折尾総合整備事務所整備課 

  〒８０７－０８７４ 北九州市八幡西区大浦二丁目１３番７号 

  電話 ０９３－６９１－２５２２ 
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北九州市公告第６２９号 

 次に示す建築物については、北九州広域都市計画事業折尾土地区画整理事業

の施行のため除却を必要としているが、その所有者及び占有者を確知すること

ができないので、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第７７条第６

項の規定により、書類の送付に代えて通知の内容が次に示す掲示板に掲示され

ている旨公告する。 

  令和６年８月２６日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 対象建築物の表示 

 （１） 物件等 下記に存する建築物のうち、店舗２棟（構造不明） 

 （２） 所在地 北九州市八幡西区堀川町７００番１２、７００番１３、７

００番１４及び７００番１５ 

（３） 住居表示 北九州市八幡西区堀川町１番１２号及び１番１３号 

２ 掲示板の所在地 

  北九州市八幡西区堀川町７２３番９ 
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北九州市公告第６３１号 
 一般競争入札により、委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り、次のとおり公告する。 
  令和６年８月２６日 

北九州市長 武 内 和 久  
１ 委託内容 

（１） 業務名 令和５年分合筆等に係る附属図の修正業務 
（２） 履行の内容等 入札説明書及び仕様書で定めるとおり 

（３） 履行期間 契約締結日から令和７年３月３１日まで 

（４） 成果品納入場所 北九州市小倉北区城内１番１号  
北九州市財政・変革局税務部固定資産税課他 

（５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（ 

当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの

とする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

 。 

（２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格者名簿」という。）に記載されていること。 

 （３） この公告の日の前３年間に附属図修正業務等を地方自治体等の官公

庁から受託した実績のあること。 

 （４） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札の場所等 

（１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市財政・変革局税務部固定資産税課 

  イ 日時 この公告の日から令和６年９月４日まで（日曜日、土曜日を除

く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後
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５時まで 

  ウ 入札説明会開催通知及び仕様書等の交付 

    アの場所においてイの期間中に無償で交付する。 

 （２） 入札説明会の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市役所本庁舎地下２階第３入札室 

  イ 日時 令和６年９月９日 午前１０時 

  ウ 途中入場は、認めない。 

 （３） 仕様書に対する質問 

入札説明会後において、仕様書に対する質問がある場合は、次のとおり

書面により提出すること。 
なお、書面はファックス又は電子メールによるものも受け付ける。 

 ア 場所 第１号アの場所と同じ。 
 イ 期限 令和６年９月１０日午後４時までに必着のこと。 

  ウ 質問書に対する回答は、入札説明会に参加した者に令和６年９月１１

日午後５時までにファックス又は電子メールで行う。  
 （４） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市役所本庁舎地下２階第３入札室 

  イ 日時 令和６年９月１７日 午前１０時 

４ 競争入札参加資格の確認 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、次のとおり実績資料を提出し確 

 認を受け、入札説明会に参加しなければならない。 

 （１） 実績資料 第２項第３号に該当する実績を明記し、履行を確認する

ことができる書面又は契約書の写しを添付すること。 

 （２） 提出期間、場所及び方法 

  ア 提出期間 この公告の日から令和６年９月４日まで（日曜日、土曜日

を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から

午後５時まで 

  イ 提出場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

         北九州市財政・変革局税務部固定資産税課 

  ウ 提出方法 資料は、持参するものとする。 

 （３） 競争入札参加資格の確認の結果は、令和６年９月５日午後５時まで

に通知する。 

 （４） その他 
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   提出された資料は、返却しない。 

５ その他 

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札に関

する条件に違反した入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 落札者の決定方法  

契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 

 （５） 契約書作成の要否 要 

 （６） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

北九州市財政・変革局税務部固定資産税課 

   〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２０３５ 

   ＦＡＸ ０９３－５８２－８６１１ 
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